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別表第 1 (第 3条関係)

五合 キ斗 表

職員 ¥ 職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級
の区
分 号 *、Z口込 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 127，900 179，200 200，900 248，200 277，900 

2 128，800 180， 700 202， 300 249，400 279，800 

3 129，800 182，200 203， 700 250，500 281，600 

4 130，700 183， 700 205，000 251， 700 283， 500 

5 131，700 185，000 206， 300 252，600 285， 300 

6 132，700 186， 500 207， 700 253，900 287， 100 

7 133，700 187，900 209， 100 255，000 288，900 

8 134，700 189， 300 210，500 256，200 290，800 

9 135，500 190，700 211，900 257，300 292， 500 

10 136，500 191，900 213，500 258， 500 294， 300 

11 137， 500 193，200 215， 100 259， 700 296，000 



平成 28年 12月初 日(月曜日) 石 ) 11 県 公 報 号 外

12 138，600 194，300 216，500 260，900 297，800 

13 139，400 195，500 217，800 262，000 299，400 

14 140，400 196，600 219，300 263， 100 301， 100 

15 141，400 197，700 220，800 264， 100 302， 700 

16 142，400 198，800 222， 100 265，200 304，200 

17 143，500 199，900 223， 100 266， 300 305，800 

18 144， 700 201，000 223，900 267，600 307，400 

19 145，900 202，000 224，800 268， 700 309， 100 

20 147， 100 203，000 225，800 269， 700 310，900 

21 148，200 204，000 226， 700 270， 700 312，200 

22 149，400 205， 100 228，200 271，800 313，600 

23 150，600 206，200 229， 500 272，900 315，000 

24 151，800 207，200 230，600 274，000 316，500 

25 153，000 208， 100 232， 100 275，000 317，900 

26 154，500 209，000 233，400 276， 100 319，400 

27 156，000 209， 700 234， 700 277，200 320，800 

28 157，500 210，600 236，000 278， 300 322，200 

29 158，900 211，500 237， 100 279， 300 323，800 

30 160，400 212，700 238， 300 280，400 325，000 

31 161，900 213，700 239，600 281，400 326， 300 

32 163，400 214，600 240，800 282，400 327，500 

33 164，900 215，300 241，900 283， 300 328，600 

34 166，700 216，500 243，200 284，200 329， 500 

35 168，500 217，600 244， 300 285， 300 330，600 

36 170，300 218，800 245， 500 286，400 331，800 

37 172，100 219，600 246，800 287， 100 332，900 

38 173，800 220，800 248， 100 288，000 334，000 

39 175，500 222，000 249，400 289，000 335，000 

40 177，200 223， 100 250， 700 289，900 336，000 

41 178，800 224，000 251，800 290，800 337，000 

42 180，200 225，200 253， 100 291，800 338，000 

43 181， 600 226，200 254， 300 292，800 339，000 

44 183，000 227， 300 255，600 293， 700 340，000 

45 184，500 228，400 256， 500 294，400 340，900 

46 185，900 229， 500 257，600 295， 300 341，900 

47 187， 300 230，600 258，800 296，200 342，900 

48 188， 700 231， 700 259，900 297， 100 343，900 



平成 28年 12月初 日(月曜日) 石 ) 11 県 公 報 号 外

49 190，000 232，800 261， 100 297，800 344，800 

50 191，200 233，900 262， 300 298，400 345， 700 

51 192，300 235，000 263， 500 299， 100 346，600 

52 193，500 236，200 264， 500 299，900 347，400 

53 194，600 237， 300 265，600 300， 500 348，200 

54 195，700 238， 300 266， 700 301， 300 349，000 

55 196，800 239，200 268，000 302，000 349，800 

56 197，900 240，200 269，200 302， 700 350， 500 

57 199，000 241，200 270，200 303，400 351，200 

58 200，000 242，200 271，200 304， 100 352，000 

59 201，000 243，200 272， 300 304，900 352，900 

60 202，000 244， 100 273， 300 305，600 353，600 

61 203， 100 245， 100 274，400 306，200 354， 300 

62 204，000 246， 100 275， 500 306，900 355，000 

63 204，900 247，000 276， 500 307，600 355， 700 

64 205，800 247，900 277，600 308， 300 356，400 

65 206，500 248，800 278， 500 308，800 357，000 

66 207， 300 249，600 279， 300 309， 300 357， 500 

67 208，000 250，400 280， 100 309，900 358，000 

68 208，800 251， 100 280，900 310，600 358， 500 

用職

員以 69 209，200 251，900 281，800 311，200 358，900 

外の 70 209，800 252， 500 282，600 311，600 359，400 

職員 71 210， 100 253， 100 283，400 312， 100 359，900 

72 210，700 253，600 284， 100 312，600 360，400 

73 211，000 253，800 284，900 312，900 360，800 

74 211，600 254，200 285，600 313，400 361， 300 

75 212， 100 254， 700 286，400 313，900 361，800 

76 212，900 255，200 287，200 314，300 362， 300 

77 213， 100 255，800 287，800 314，500 362， 700 

78 213，800 256，200 288， 300 314，800 363，200 

79 214，300 256， 700 288，900 315， 100 363， 700 

80 214，900 257，200 289， 300 315，400 364，200 

81 215，600 257， 500 289， 700 315，700 364，600 

82 216， 100 257，800 290， 100 316，000 365， 100 

83 216，700 258， 100 290，600 316，300 365，600 

84 217，400 258，400 291， 100 316，600 366， 100 

85 218， 100 258，600 291， 500 316，800 366， 500 

86 218，700 258，800 292， 100 317，200 367，000 



4 平成 28年 12月初 日(月曜日) 石 ) 11 県 公 報 号 外

87 219，300 259， 100 292， 700 317，500 367， 500 

88 220，000 259，400 293， 300 317，700 368，000 

89 220， 500 259，600 293，600 317，900 368，400 

90 221， 100 259，800 294， 100 318，200 368，900 

91 221， 700 260，200 294，600 318，500 369，400 

92 222， 300 260，400 295，000 318，800 369，900 

93 222， 700 260， 700 295，400 319，000 370， 300 

94 223，200 261， 100 295，900 319，300 

95 223， 700 261，400 296，400 319，600 

96 224，200 261， 700 296，900 319，800 

97 224，900 261，900 297，200 320，000 

98 225，400 262，200 297，600 320， 300 

99 225，900 262，400 298， 100 320，600 

100 226，400 262， 700 298，600 320，800 

101 227，000 263，000 299，000 321，000 

102 227，500 263，200 299，400 321， 300 

103 228， 100 263， 500 299， 700 321，600 

104 228， 700 263，800 300，000 321，800 

105 229， 100 264，000 300， 300 322，000 

106 229，600 264，200 300， 700 

107 230， 100 264， 500 301， 100 

108 230，500 264， 700 301， 500 

109 230， 700 265，000 301，800 

110 231， 100 265， 300 302，200 

111 231，600 265，600 302，600 

112 232， 100 265，800 302，900 

113 232， 500 266，000 303， 100 

114 233，000 266， 300 303，400 

115 233， 500 266， 500 303， 700 

116 234，000 266， 700 303，900 

117 234， 300 267，000 304， 100 

118 234， 700 267，400 304，400 

119 235， 100 267， 700 304， 700 

120 235，500 268，000 304，900 

121 235，900 268， 100 305， 100 

122 268，400 305，400 

123 268， 700 305， 700 

124 269，000 305，900 
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を別 表 第 七 中

改 め る 。
附 則

( 施 行 期 日 等 )

1 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 石 川 県 技 能 労 務 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 則 ( 以 下

い う 。 ) の 規 定 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

( 経 過 措 置 )

2 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら こ の 規 則 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で の 聞 に お い て 、 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ

た 職 員 及 び 昇 給 又 は 復 職 時 等 に お け る 号 給 の 調 整 以 外 の 事 由 に よ り そ の 受 け る 号 給 に 異 動 の あ っ た 職 員 の う ち 、 改

正 後 の 規 則 の 規 定 に よ る 号 給 が 改 正 前 の 石 川 県 技 能 労 務 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 則 ( 以 下 「 改 正 前 の 規 則 」 と い う 。 )

の 規 定 に よ る 号 給 に 達 し な い 職 員 の 、 当 該 適 用 又 は 異 動 の 日 に お け る 号 給 に つ い て は 、 改 正 後 の 規 則 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 改 正 前 の 規 則 の 規 定 に よ る 号 給 と す る も の と す る 。

3 こ の 規 則 の 施 行 の 日 か ら 平 成 二 十 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 聞 に お い て 、 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ

た 職 員 及 び 降 格 、 昇 給 又 は 復 職 時 等 に お け る 号 給 の 調 整 以 外 の 事 由 に よ り そ の 受 け る 号 給 に 異 動 の あ っ た 職 員 の う

ち 、 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 と の 均 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 職 員 の 、 当 該 適 用 又 は 異 動 の 日 に お け る 号

給 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る こ と が で き る 。

( 給 与 の 内 払 )

4 改 正 前 の 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 支 給 さ れ た 給 与 は 、 改 正 後 の 規 則 の 規 定 に よ る 給 与 の 内 払 と み な す 。

( そ の 他 )

前 三 項 に 定 め る も の の ほ か 、

「 改 正 後 の 規 則 」 と

こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。5
 

石 川 県 技 能 労 務 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 規 則 第 三 十 八 号

憲



同 相 同 問 N ∞ 栴 明 日 N 」 4 8 E ( 辺 爾 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ 加々

石 川 県 技 能 労 務 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 技 能 労 務 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 規 則 第 五 十 九 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 条 第 一 項 中 「 又 は 特 別 養 子 縁 組 休 暇 」 を 「 、 特 別 養 子 縁 組 休 暇 又 は 介 護 時 間 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

型一 司ト

剖 三 洞 型 一 珍 酬 請 ∞ 咽

司

~
-
f
r
 

理
薄

議E  

削 ヱ 一 } 畑 出 議 活 耐 ( E 出 掛 川 口 ω ω 雨 明 削 ヱ 一 病 問 三 一 今 召 獄 m w 中 ) 3 | 書 札 町 内 庁 3 L H 三 円 四 冷 阿 斗 か 。

同 相 周 押 M ∞ 雨 明 ロ 油 呂 田

削 三 一 滴 遣 制 タト 同 場骨ふ
入

竹
内

満 足 山 知 浦 ∞ 畑 品 川 芝 山 い 。

満 足 山 知 3 品 時 満 足 h m 3 m 什 「 J 満 足 治 見 ) ω 時 満 足 h m 3 品 什 「 ' 満 足 h m 3 N 3 野 - n 湾 3 H h m 尚 早 = 片 山 山 。

( 介 護 時 間 の 手 続 )

第 七 十 二 条 の 三 職 員 は 、 勤 務 時 間 条 例 第 十 条 の 三 第 一 項 又 は 学 校 職 員 勤 務 時 間 条 例 第 十 一 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ

る 介 護 時 間 の 承 認 を 受 け よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 介 護 時 間 承 認 請 求 書 ( 別 記 様 式 第 二 十 七 日 す の 二 の 一 一 一 ) に よ

り 請 求 し な け れ ば な ら な い 。

滅 寸 ω 冷 判 明 N 畑 丑 「 第 七 十 二 条 の 三 第 三 項 」 時 「 第 七 十 二 条 の 四 第 三 項 」 打 痔 $ 向 日 。

獄 巴 品 川 門 寸 「 第 七 十 二 条 第 一 一 項 」 品 川 「 第 七 十 一 条 第 一 一 項 」 打 痔 δ ?

回 一 」 期 満 H W加 H h 叩 気 ) 湘 繋 湘 羽 海 側 畑 、 ) 蓋 瀦 ω 叩 ω 門 寸 「 第 七 十 二 条 第 一 項 」 品 川 「 第 七 十 二 条 」 打 尽 $ ' 耳 叩 叩 丑 ⑦ 品 町 吋 什

「 d ω 品 川 。 ~ 川 「 d 品 時 ω ~ 川 「 d ω 3 同 庁 F n 対 3 1 汁 - w - n辻 = u 円 以 。

4 第 七 十 二 条 の 三 の 規 定 に よ る 部 長 等 の 介 護 時 間 の 承 認

油一 」 対 繊 同 繊 同 中 見 ) 削 刈 菊 畑 朝 刊 津 川 判 泊 3 謹 滞 日 ー中 N n 寸 「 第 七 十 二 条 第 一 項 」 品 川 「 第 七 十 二 条 」 打 尽 t u ' 耳 中 号 。 品 町 斗 什

「 d ω 品 川 。 ~ 川 「 d 品 時 ω ~ 川 「 d ω 3 対 一 円 内 庁 3 1 汁 J v ↑ n u q E U 仰 向 い 。

4 第 七 十 二 条 の 三 の 規 定 に よ る 所 属 職 員 の 介 護 時 間 の 承 認

国 一 」 期 満 N 命 E 叶 薬 理 3 湘 淋 悩 3 H 同 潤 仏 中 N f 「 第 七 十 二 条 第 一 一 唄 」 品 川 「 第 七 十 二 条 」 一 円 四 片 与 d 耳 明 叩 丑 ∞ 品 川 吋 什 「 J

ω 品 川 ① 什 「 d 品 州 ω ~ 川 「 d ω 3 内 庁 一 円 突 3 1 汁 三 n u q E U 仰 が 。

4 第 七 十 二 条 の 三 の 規 定 に よ る 長 及 び 所 属 職 員 の 介 護 時 間 の 承 認

浬 刊 燕 見 独 自 叩 3 N 時 対 3 作 三 什 痔 与 制 。



平成 28年 12月初日(月曜日)

別記様式第27号の 2 (第72条関係)

石 川 県知事 様

石川県 公報

介 護休暇承認請求書

請 求者所属

職

氏名

次のとおり介護休暇の承認を請求します。

号 外

年月日

1 要介護者に関する事項 2 要介護者の状態及び具体的な介護の内容

氏 名

続 柄

同 男IJ 居 口同居 口別 居

介護が必要となった時期 年 月 日

3 指定期間の請求・指定

第 1 回 第 2 回

請求の期間 請求日 本人印 ※決裁 ※期間 請求の期間 請求日 本人印 ※決裁 ※期間

年月 日から 年 月 日から
月 日 月 日

年月 日まで 年 月 日まで

※備考 ※備考

第 3 回

請求の期間 請求日 本人印 ※決裁 ※期間

年月 日から
月 日

年月 日まで

※備考

4 指定期間の延長・短縮

第 1 回 第 2 回

請求の末日
請求日 本人印 ※決裁

※期間 請求の末日
請求日 本人印 ※決裁

※期間

(変更後) (変更後) (変更後) (変更後)

年月 日まで 月 日 年 月 日まで 月 日

※備考 ※備考

第 3 回

請求の末日
請求日 本人印 ※決裁

※期間

(変更後) (変更後)

年月 日まで 月 日

※備考
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5 請求期間等

言青 求 の 期 問 請 求

年 月 日 時 問 日・時間数 年月日

年月 日から 口毎日 時分~時分 日
年 月

年月 日まで 口その他( ) 時分~ a寺分 時

年月 日から 口毎日 時分~時分 日
年 月

年月 日まで 口その他( ) 時分~時分 時

年月 日から 口毎日 時分~ a寺分 日
年 月

年月 日まで 口その他( ) 時分~ a寺分 時

年月 日から 口毎日 時分~ a寺分 日
年 月

年月 日まで 口その他( ) 時分~ a寺分 時

年月 日から 口毎日 時分~時分 日
年 月

年月 日まで 口その他( ) 時分~ a寺分 時

年月 日から 口毎日 時分~時分 日
年 月

年月 日まで 口その他( ) 時分~時分 時

6 取消し等の期間

休 暇 の取消し等の期間
本人印 ※決

年月 日 時 間 日・時間数

年月 日から 時分~時分 日

年月 日まで 時分~時分 時

年月 日から 時分~時分 日

年月 日まで H寺分~時分 時

年月 日から 時分~時分 日

年月 日まで 日寺分~時分 日寺

年月 日から H寺分~時分 日

年月 日まで 日寺分~時分 E寺

年月 日から 時分~時分 日

年月 日まで 時分~時分 時

年月 日から 時分~時分 日

年月 日まで 時分~時分 日寺

備考

1 要介護者の状態が確認できる書類 (診断書等)を添付すること。

2 該当する口に、レ印を記入すること。

号 外

※承認の
本人印 ※決裁 ※備考

可否

口承認
日

ロ不承認

口承認
日

ロ不承認

口承認
日

口不承認(

口承認
日

口不承認

口承認
日

口不承認

口承認
日

ロ不承認

裁 ※備 考

3 1介護が必要となった時期J欄の記入に当たっては、その時期が請求を行う時から相当以前である こと等

により特定できない場合には、 日又は月の記載を省略することができる。

4 12 要介護者の状態及び具体的な介護の内容J欄には、職員が要介護者の介護をしなければならなくな

った状況及びその内容が明らかになるように、具体的に記入する こと。

5 ※印欄は、記入しないこと。

別記様式第27号の 2の 2の次に次の 1様式を加える。
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別記様式第27号の 2の 3 (第72条の 3関係)

介 護 時間 承認請求書

石 川 県知事 様

次のとおり介護時間の承認を請求します。

請 求者所属

職

氏名

号 外

年月日

1 要介護者に関する事項 2 要介護者の状態及び具体的な介護の内容

氏 名

続 柄

同 男IJ 居 口同居 口別 居

介護が必要となった時期 年 月 日

3 請求期間等 (※連続する 3年の期間 年 月 日から 年 月 日まで)

言青 求 の 期 問 請 求 ※承認の
本人印 ※決裁 ※備考

年 月 日 日寺 問 年月日 可否

年 月 日から 口毎日 時 分~ 時 分 口承認
年 月 日

年 月 日まで 口その他( 時 分~ 時 分 口不承認

年 月 日から 口毎日 時 分~ 時 分 口承認
年 月 日

年 月 日まで 口その他( 時 分~ 時 分 口不承認

年 月 日から 口毎日 時 分~ 時 分 口承認
年 月 円

年 月 日まで 口その他( 時 分~ 時 分 ロ不承認

年 月 日から 口毎日 時 分~ 時 分 口承認
年 月 日

年 月 日まで 口その他( 時 分~ 時 分 ロ不承認

年 月 日から 口毎日 時 分~ 時 分 口承認
年 月 日

年 月 日まで 口その他( 時 分~ 時 分 口不承認:

年 月 日から 口毎日 時 分~ 時 分 口承認
年 月 日

年 月 日まで 口その他( 時 分~ 時 分 口不承認

4 取消し等の期間

休暇の取消し等の期間
本人印 ※決 裁 ※備 考

年月 日 時 問

年 月 日から 日寺 分~ 時 分

年 月 日まで 日寺 分~ 日寺 分

年 月 日から H寺 分~ 日寺 分

年 月 日まで 日寺 分~ E寺 分

年 月 日から H寺 分~ 日寺 分

年 月 日まで 日寺 分~ 日寺 分

年 月 日から 日寺 分~ 日寺 分

年 月 日まで 日寺 分~ 日寺 分

年 月 日から H寺 分~ 日寺 分

年 月 日まで H寺 分~ 日寺 分

年 月 日から H寺 分~ 日寺 分

年 月 日まで H寺 分~ 日寺 分



10 平成 28年 12月初日(月曜日) 石川県 公報

備考

1 要介護者の状態が確認できる書類(診断書等)を添付すること。

2 該当する口に、レ印を記入すること。

号 外

3 1介護が必要となった時期」欄の記入に当たっては、その時期が請求を行う時から相当以前であること等

により特定できない場合には、日又は月の記載を省略することができる。

4 12 要介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄には、職員が要介護者の介護をしなければならなくな

った状況及びその内容が明らかになるように、具体的に記入すること。

5 ※印欄は、記入しないこと。

別記様式第27号の 3中 「第72条の 3関係Jを 「第72条の4関係Jに改める。

別記様式第27号の4中「第72条の 3、第72条の4関係Jを 「第72条の4、第72条の 5関係Jに改める。

別記様式第27号の 5及び別記様式第27号の 6中 「第72条の 3、第72条の4、第73条関係Jを 「第72条の4、第72条の

5、第73条関係Jに改める。

別記様式第27号の 7中「第72条の 3関係Jを「第72条の4関係Jに改める。

別記様式第27号の 7の2中「第72条の4関係Jを「第72条の 5関係Jに改める。

附則

この訓令は、平成29年 1月 1日から施行する。

環境部(水道用水供給事業)

石川県企業管理規程第3号

石川県企業職員就業規程(昭和46年石川県電気事業管理規程第 1号)の一部を次のように改正する。

平成28年12月26日

石川県知事 谷 本 正 憲

第 7条中 「及び特別養子縁組休暇j を 「、特別養子縁組休暇及び介護時間j に改める。

第11条第12号中 「子」の次に 1(育児休業法第 2条第 1項において子に含まれるものとされる者を含む。第15号、

第16号、第21号並びに別表第4号、第 7号、第 8号及び備考 5において同じ。)Jを加える。

第11条の 2第 1項中 「もの」の次に 1(以下 「要介護者」という。)Jを加え、同項第4号を次のように改める。

(4) 2親等の親族(祖父母、孫及び兄弟姉妹以外の者にあっては、職員と同居している者に限る。)

第11条の 2第 2項中 「は、」の次に 「要介護者の各々が」を加え、 「連続する 6月の期間」を 13回を超えず、かつ、

通算して 6月を超えない範囲内で所属長が指定する期間(第11条の 4第 2項において 「指定期間」という。)Jに改め

る。

第11条の 8を第11条の 9とし、第11条の 4から第11条の 7までを 1条ずつ繰り下げ、第11条の 3の次に次の 1条を

加える。

(介護時間)

第11条の 4 職員が要介護者の介護をするため、休暇を請求した場合は、 1日の勤務時間の一部につき介護時間を与

えることができる。

2 介護時間の時間は、要介護者の各々が介護を必要とするーの継続する状態ごとに、連続する 3年の期間(当該要

介護者に係る指定期間と重複する期間を除く 。)内において、 1日につき 2時間を超えない範囲内で必要と認めら

れる時間とする。

3 介護時間の単位は、 30分とする。

第13条の 3第 3項中 「第11条の 2第 1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において 1J及

び 1Jという。)Jを削る。

別表備考4中 「親」の次に 1(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の 2第 1項の規定により特別養

子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)

であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第 1項第 3号の規定により当該

子を委託されている同法第6条の4第 1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望してい

る者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規
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定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)J 

を加え、同表備考中 4を 5とし、 3を4とし、 2を 3とし、 1を 2とし、 2の前に次のように加える。

1 親族が死亡した場合において、第 1号の血族一親等の直系卑属及び姻族一親等の直系卑属には、育児休業法

第 2条第 1項において子に含まれるものとされる者を含むものとする。

附則

この規程は、平成29年 1月 1日から施行する。

教育委 貝 ム一品

石川県教育委員会訓令第 3号

庁

出

中

先 機

般

関

学校 以外の教育機関

石川県教育委員会事務局等処務規程(昭和41年石川県教育委員会訓令第 2号)の一部を次のように改正する。

平成28年12月26日

石川県教育 委員会

第70条第 2項を削る。

第70条の 2の 3を第70条の 2の4とし、第70条の 2の 2を第70条の 2の 3とし、第70条の 2の次に次の 1条を加 え

る。

(余糊宮~8 \tト握)

総与]十延長81 181 1 醤晒士丁菰終世E延長E華民十延長 8 1 1 1燃 1 1都 8~思{f!;/~吋のぐ宍糊堂~8帳照宮州制士ごム-b'"よJ -rl{ðよJ 1¥t!:t;i' 

今$ぇ.D iミ乙斗長号令滞聖堂E時香融担4持制m~ ム-b Sト担~_)手望台~~~き札Nヲニ 。

第70条の 3第 2項中 「首長-¥J十蝋81181 1首長川廊Jを 「燃ギ十蝋8118111掠川郡」に改める。

別表第 2本庁の課長の共通的専決事項の表第18号(1)及び別表第4出先機関等の長の共通的専決事項の表第12号(1)中

「首長中十《首長 11忠岡む総ギ十<<-*81 IJ を 「首長平十<<-*'首長-¥J+<<-*811 肖~首長-\J十<<-*8 11 8 1IJ に改める。

附則

この訓令は、 平成29年 1月 1日から施行する。

石川県教育委員会訓令第 4号

県 立
戸￥.

十 校

石川県立学校処務規程(昭和41年石川県教育委員会訓令第 6号)の一部を次のように改正する。

平成28年12月26日

石 川 県教育委 員会

第32条の 2第 2項を削る。

第32条の 2の 2の次に次の 1条を加える。

(余糊宮~8 \tト握)

総川十11<<-*8118111 響晒せ'輔際世~<<*~線十 | 全保 8 1 1 1燃 1 1官、 Q聡{f!;/ ~.L6l{ð令梢宮~8帳賠州制士.L6'"ムJいのよJ1¥t!

:t;i'必心 4ミ υ4号令糊宮E昨判官制I~~制m~ .L6 0制1~4き~_)~ぎな与二百初心4チニ 。

別表第 2第 9号(1)中 「第32条の 2第 1項及び第32条の 2の 2J を 「第32条の 2、第32条の 2の 2及び第32条の 2の

3J に改める。

附則

この訓令は、 平成29年 1月1日から施行する。

人事 委 員 .6、
M 

時三i!!!K響E眠 e 照!響\tトヨ冊以:Jllß十時寝~8 1 1主化l部同かの寝E、今~け )J~<4 ~号令の。

併蛍11+<社十1lo::r::1 1十1(m

同 三 i!!!K -< 1静 ~ n眠~~
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石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 三 号

石 川 県 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 一 号 )

第 二 十 六 条 第 一 項 中 「 同 条 に 規 定 す る 就 業 促 進 定 着 手 当 」 を 「 同 号 ロ に 該 当 す る 者 に 係 る 就 業 促 進 手 当 ( 就 業 促 進

定 着 手 当 に 限 る 。 ) 」 に 、 「 同 法 第 五 十 六 条 の 三 第 一 項 第 二 号 」 を 「 同 項 第 二 号 」 に 、 「 又 は 同 項 第 六 号 に 掲 げ る 金 額 に

係 る 」 を 「 同 項 第 六 号 に 掲 げ る 金 額 に 係 る 退 職 手 当 の う ち 雇 用 保 険 法 第 五 十 九 条 第 一 項 第 一 号 に 該 当 す る 行 為 を す る

者 に 係 る 求 職 活 動 支 援 費 に 相 当 す る 」 に 、 「 広 域 求 職 活 動 費 」 を 「 求 職 活 動 支 援 費 ( 広 域 求 職 活 動 費 ) に 相 当 す る 退

職 手 当 支 給 願 に 、 同 項 第 二 号 に 該 当 す る 行 為 を す る 者 に 係 る 求 職 活 動 支 援 費 に 相 当 す る 退 職 手 当 に あ っ て は 別 記 第 二

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

十 一 号 の 二 様 式 に よ る 求 職 活 動 支 援 費 ( 短 期 訓 練 受 講 費 ) に 相 当 す る 退 職 手 当 支 給 願 に 、 同 項 第 三 号 に 該 当 す る 行 為

を す る 者 に 係 る 求 職 活 動 支 援 費 に 相 当 す る 退 職 手 当 に あ っ て は 別 記 第 二 十 一 号 の 三 様 式 に よ る 求 職 活 動 支 援 費 ( 求 職

活 動 関 係 役 務 利 用 費 ご に 、 「 受 給 資 格 証 又 は 」 を 「 受 給 資 格 証 、 高 年 齢 受 給 資 格 証 又 は 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 、

受 給 資 格 証 」 の 下 に 「 、 高 年 齢 受 給 資 格 証 」 を 加 え る 。

別 記 第 五 号 様 式 ( 裏 ) 任 命 権 者 の 記 載 心 得 2 中 「 瀦 ω ∞ 冷 鞘 H 泊 命 中 3τ 叱 斗 立 ν 」 を 「 瀦 ω ∞ ぬ か 潤 H 泊 」 に 改 め る 。

別 記 第 十 号 様 式 ( 表 ) 中 「 用 車 欝 糠 首 冷 薬 理 」 を 「 票 締 誼 冷 制 糠 峠 」 に 、 「 改 歳 出 峠 詰 協 議 理 」 を 「 屯 剤 耐 凶 制 糠 仙 川 」

に 、 「 露 淋 苗 熱 戦 」 を 「 霊 山 祢 苗 黙 d 欝 糠 誌 半 輪 」 に 、 「 霊 山 郁 詩 吟 制 料 株 誌 今 」 を 「 法 社 吟 淋 回 予 U N E 霊 山 郁 首 今 制 料 株 誼

冷 」 に 改 め る 。

別 記 第 十 三 号 様 式 ( 表 ) 中
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に 改 め る 。

別 記 第 十 五 号 様 式 ( 表 ) 中 一 符 牒 村 氏 神 診 白 灘 細 道 津 川 祢 川 問 滴 h w u 問 診 E 湾

「
「 津 川 林 制 民 同 診 E 滞 に 改 め る 。

(6
)

む
を

)

(7
)

お
と

)

し
宗 ( 日 ) ( 白 ) ( 斗 ) 」 を 「 ( H

) (

N

) ( ω ) ( 串 ) ( 印 ) ( 白 ) ( 寸 ) ( ∞ ) 」 に 改 め 、 同 様

問 を 附 と し 、 川 刊 を 聞 と し 、 川 を 刷 と し 、 間 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

別 記 第 十 六 号 様 式 ( 表 ) 中 「( H )

式 ( 裏 ) 注 意 事 項 3 中 川 を 附 と し 、

( ω ) 意 皿 路 一 円 1 汁 か 論 調 利 低

別 記 第 十 六 号 の 二 様 式 ( 表 )

妹

及 び 別 記 第 十 七 号 様 式 ( 第 一 面 ) 中

事 刊 ~}
I 

江耳 -tl! 江耳 苦手 選 4社 江耳可
ヨ
司

刃耳 四 を四 四 四



平成 28年 12月初 日(月曜日) 石 ) 11 県 公 報 号 外 13 

l iJλ~ 年 月 日 |受 給期 限日 | 年 月 日

話交の。

亘同華民十与1 日や 8 11 楽情(術)会]支~8 ム-t，Ç"\~部去の。



14 平成 28年12月初 日(月曜日) 石川県 公報 号 外

別記第17号の2様式 (第24条関係)

(表)

認定日時 高年齢受給資格者失業認定申告書
月 日

時から 時まで (該当のところへO印を付け、必要な事柄を記載してください。)

①失業の認定を受け
イ し た

就職又は就労をした人は、した月日を記載してくださし、。

ょうとする期間中

に、就職又は就労
し な し、ロ

をしましたか。

②失業の認定を受けようとする期間中に引き続いて就職先を探 しましたか。

(1) 求職活動をどのような方法で行いましたか。

求職活動の方法 活動日 利用した機関の名称 求職活動の内容

(イ) 公共職業安定所による職

業相談、職業紹介等

(ロ) 職業紹介事業者による職

業相談、職業紹介等

川派遣元事業主による派遣

就業相談等

(ニ) 公的機関等による職業相

談、職業紹介等

イ 探 し た
(2) (1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合には、下欄に記載してください。

事業所名、部署 応募日 応募方法 職種 応募の動機 応募の結果

(イ) 知人の紹介

(ロ) 新聞広告

(ベ 就職情報誌

(ニ) インターネッ ト

(対 その他

(イ) 知人の紹介

(ロ) 新聞広告

判就職情報誌

(ニ) インターネッ ト

(ホ) その他

ロ 探さなかった
(その理由を具体的に記載してくださし、。)

イ 応じられる

③今、公共職業安定
ロ 応じられない 応じられない理由は何ですか。

所から自分に適し
(イ) 病気やけがなど健康上の理由

た仕事が紹介され
(ロ) 個人的又は家庭的事情のため(例えば、結婚準備、妊娠、育児、家事の都

れば、すぐに応じ
合のため)

判就職をしたため又は就職予定があるため
られますか。

(ニ) 自営業を開始したため又は自営業開始の予定があるため

休) その他 (

(1) 公共職業安定所紹介 (就職先事業所)

④就職若しくは自営
(2) 地方公共団体又は職業紹介事業

業を開始した人又 イ 就 耳裁
者紹介

(3) 自己就職
はその予定のある

人が記入してくだ 月 日より就職(予定)

さし、。

ロ 自 営 月 日より自営業開始(予定)

石川県職員の退職手当に関する規則第24条第 l項において準用する第16条第 1項の規定により上記のとおり申告します。

年 月 日

公共職業安定所長殿

高年齢受給資格証番号(

高年齢受給資格者氏名 @ 

山職業安|認定対象期間 | 年 月 |認定時|
定所記載欄 ~ 年 月

日|連絡事項 | 1::1 



平成 28年 12月初日(月曜日) 石川県 公報 号 外 15

亘回線十与]口やG'1 1縦十占 (1蝋)モト組制冊目率的会l組側冊目事ドムJ.. ..Y組側冊目手寸<G'告訴~告訴 Q ム1""土4 5至吋t(d。

5 ②欄のイにO印を付けた人は、②欄の表に必要な事柄を具体的に記載すること。

6 ②の(2)欄には、②の(1)欄の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合に、応募した事業所名

等を記載すること。 なお、「事業所名、部署」欄には、事業所名及び部署名のほか、その部署の電話番号を併

せて記載すること。 また、「応募方法」欄には、書類の郵送、直接の訪問など求人に応募した方法を具体的に

記載すること。

~ 1~~眠十--\-l ajt>G' 1 I ~hl ( 1蝋)組制飾郡ド Q去$，~長G'-4爪~黒川心。

8 ※印欄には、記載しないこと。

亘同組R十くロや経世(引当)モト「民間職業紹介機関」会) 1職業紹介事業者J~' 1労働者派遣機関」会) 1派遣元事業主」

~' 1職業相談等」会) 1職業相談、職業紹介等J~' 

(3) 自己就職

~括公， [!g:~をhl (1蝋) ;副社1lf! 1時陣ωQ告$，~必G'-4小~異't<的。

6 ※印欄には、記載しないこと。

E1同様十〈ロjt>G'1 1 ~送信 (1蝋)土日制怖廊阿佐 「受給資格者証」会) 1受給資格証J~話交'[!g:謎hl (1蝋)土日制1ゆ担率ドモト

13欄」 必) 14欄J~古}.~' [!g:~き材 (1回目) 組制1酪郡∞ e告訴~告訴 e ム4mliZ雪't< t(d。

9 ※印欄には、記載しないこと。

EJ回線十<ajt>G'111縫悩(粥)モト「を受給したことがなし、」会) 1のいずれも受給したことがなし、」己都宮'[!g:縫情

(1蝋)組制冊目手刊号 1(提出期限)J肖む 「なお、期間経過後に提出した場合は、特別の事情があると認められない限

り受理されない。」州主的。

亘回線十〈ロやQ国型経恨 (1蝋)組制1酪郡H モト 「再就職手当J G'告訴 ~ Iに相当する退職手当」会l異吋， 1なお、期間経

過後に提出した場合は、特別の事情があると認められない限り受理されないので注意すること 。」必l歪心'[!g:経世

(1蝋)組制飾郡∞同むωモト 「再就職手当JG'ま$，~ 1に相当する退職手当」州黒吋の。

E114紙十~ait'~送情(術)モト「を受給したことがない」会) 1のいずれも受給したことがなし、J~話交， [!g:~送hl (1回目)

土日制飾郡阿モト 1(提出期限)J再認も「なお、期間経過後に提出した場合は、特別の事情があると認められない限り受理

されない。」州事:0' [!g:経伝 (1蝋)土日制飾郡Nモト 「、受給資格証J G'告訴~I、高年齢受給資格証」会l異't<t(do 

E回線II+aや経世 (1蝋)モト組制冊目票。会1組側冊目手ドムJ__)'組制冊目草山会l組制冊目事<.O..1J__)'組側冊目手寸4会l士出恒1酪巨事的

..1J __)'組制1時担率的会l組制1ゆ日系ザム)__)'組制1飾郡∞会l組制1時担率的..1J__)' [!g:~をhl (1時)組制飾部門モト「、受給資格証JG' 

告訴以 「、高年齢受給資格証」会j異't<' [!g:~経伝 ( 1蝋) 任組制跡邸H必j組制跡邸N ..1J __)' ;七日制跡皆、 N G' 1~ 以告訴G'吋mとi異

吋t(d。

1 この支給願は、移転の日の翌日から起算して 1箇月以内に、任命権者に提出すること。

E回線11十 1aや経世モト「広域求職活動費」会) 1求職活動支援費(広域求職活動費)J ~部返'[!g:縦十占:七日制1時邸刊号

「広域求職活動の指示を受けた」会) 1公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了したJ~話交の。

E114撚 11 十 | 命懸hl G'告訴~告訴G'1 I ~き材会)畏射的。



16 平成 28年 12月初日(月曜日) 石川県 公報 号 外

別記第21号の 2様式(第26条関係)

(表)

求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給願

者請申

氏 名 |性別 |男 ・女|受給資格証番号|

住所又は 居 所

教育訓練施設の名称 講座名
受講開始 受講修了 当該講座に関連 受講費(入学

年月日 年 月日 する公的資格 料含む。)(円)

議
資格名

座 分類口
(1 ~ 9) 

裏面参照 円

石川県職員の退職手当に関する規則第26条第 1項の規定により上記のとおり求職活動支援費 (短期訓練受講

費)に相当する退職手当の支給を申請します。

年 月 日

任命権者殿

申請者氏名 @ 

支給決定年月日 年 月 日

計 算 欄 支給額(円)
※ 

処

理

欄

円

備

考



平成 28年 12月初日(月曜日)

注意事項

石川県 公報

(裏)

号 外 17

1 この支給願は、教育訓練を行う者(以下 「教育訓練実施者」としづ。)の発行する短期訓練受講費の支給

に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(以下 「教育訓練修了証明書」という。)に記

載された受講修了日の翌日から起算して 1箇月以内に、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証

に2の確認書類を添付して、本人が、原則として、任命権者に提出すること。

2 支給願に添付すべき確認書類は次のとおりであるが、これらの確認書類と支給願の内容が異なる場合は、

支給決定を行うことができないため、教育訓練実施者より (1)、(2)及び(3)の交付があった際には、その内容を

よく確認し、事実と異なる場合は、教育訓練実施者に対して修正を依頼すること。

(1) 教育訓練実施者の発行する 「教育訓練修了証明書J

(2) 教育訓練実施者の発行する教育訓練経費に係る 「領収書J

教育訓練経費の支払をクレジッ ト会社を介したクレジット契約により行う場合は、教育訓練実施者の発

行する 「クレジット契約証明書(必要事項を教育訓練実施者が付記したクレジット伝票でもよい。)Jを、

教育訓練実施者に対する分割払等のために 「領収書j 等が複数枚にわたるときはその全てを提出すること。

(3) 教育訓練実施者の発行する 「返還金明細書J(I領収書J又は 「クレジット契約証明書Jが発行された後

で、受講料の値引き等により、教育訓練経費の一部が教育訓練実施者から本人に対して還付された(され

る)場合に必要。)

3 支給願の記載について

(1) 当該講座に関連する公的資格の分類については、以下の区分に該当する番号を記載すること。

1 輸送・機械運転関係 4 情報関係 7 技術関係

2 医療 ・社会福祉・保健衛生関係 5 事務関係 8 製造関係

3 専門的サービス関係 6 営業・販売・サービス関係 9 その他

(2) 受講費の額は、 「教育訓練修了証明書J及び教育訓練実施者の発行する教育訓練経費に係る 「領収書

(又はクレジッ ト契約証明書)Jの両方に記載された額と同一額となっていることを確認すること。

なお、教育訓練経費の一部が教育訓練実施者から本人に対して還付された(される)場合は、受講費の

額は 「返還金明細書Jに記載された額を差し引し、た額と同一額となっていることを確認すること。

(3) ※印欄には、記載しないこと。



18 平成 28年 12月初日(月曜日) 石川県 公報 号 外

別記第21号の 3様式(第26条関係)

(表)

求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給願

者請申

氏 名 |性別|男 ・女|受給資格証番号|

住所又は居所

保育等サ

保動ー用の数育期求実ピ等峨施ス間利サ内活日
項 保育等サービス 保育等サービス 保育等 保育等 ービス利 費用(自

サービス サービス 保育等サービス名 用期間内 己負担

番 利用理由 事業 者 名 利用日 利用 回数 の求職活 分) (円)
保 動実施日

コ同ー 面接等のため

等
① 日 円

2 訓練のため ※ (Ol~14) 裏面参照
サ

面接等のため
② 日 円

2 訓練のため ※ (Ol~14) 裏面参照
ビ

面接等のため
ス ③ 日 円

2 訓練のため ※ (Ol~14) 裏面参照

l 面接等のため
④ 日 円

2 訓練のため ※ (Ol~14) 裏面参照

石川県職員の退職手当に関する規則第26条第 1項の規定により上記のとおり求職活動支援費(求職活動関係

役務利用費)に相当する退職手当の支給を申請します。

年 月 日

任命権者殿

申請者氏名 @ 

支給決定年月日 年 月 日

※ 項番 計 算 欄 支給額(円)

処
① 円

② 円
理

@ 円

欄 ④ 円

合計 円

備

考



平成 28年 12月初日(月曜日)

注意事項

石川県 公報

(裏)

号 外 19

1 この支給願は、失業の認定を受けようとする期間(前回の失業の認定日から今回の認定日の前日までの期

間。認定対象期間=支給対象期間(求職活動関係役務利用費))中に、求人者との面接等をするため、又は

求職活動関係役務利用費対象訓練を受講するために保育等サービスを利用した場合、その失業の認定を受け

る日(認定日 =確認日(求職活動関係役務利用費))に、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格

証に 2の確認書類を添付して、本人が、原則として、任命権者に提出すること。

ただし、高年齢受給資格者、特例受給資格者の方が求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給願を

提出する場合にあっては、当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスを利用した日の翌日か

ら起算して 4箇月以内に行うこと。

2 支給願に添付すべき確認書類は次のとおりであるが、これらの確認書類と支給願の内容が異なる場合は、

支給決定を行うことができないため、保育等サービス事業者より (1)、(2)及び(3)の交付ーがあった際には、その

内容をよく確認し、事実と異なる場合は、保育等サービス事業者に対して修正を依頼すること。

(1) 保育等サービス事業者の発行する保育等サービス費用に係る 「領収書j 又は 「契約書j

保育等サービス費用の支払をクレジット会社を介してクレジット契約により行う場合は、保育等サービ

ス事業者の発行する 「クレジット契約証明書 (必要事項を保育等サービス事業者が付記したクレジット伝

票でもよい。)Jを、保育等サービス事業者に対する分割払等のために 「領収書」等が複数枚にわたるとき

はその全てを提出すること。

(2) 事業主の証明を受けた 「面接証明書」又は求職活動関係役務利用費対象訓練を実施する者の発行する求

職活動関係役務利用費対象訓練を受講したことを証明することができる書類(1教育訓練修了証明書」な

ど)

(3) 保育等サービス費用について、求人者、地方公共団体その他の者から補助を受けた場合はその額を証明

する書類

3 支給願の記載について

(1) I保育等サービスJ欄の保育等サービス利用日及び保育等サービス利用日数については、利用する保育

等サービスの全ての利用日及び利用日数を記載すること。ただし、保育等サービスで、あって、求職活動の

ために利用するものでないものは、記載しないこと。

(2) I保育等サービス」欄の保育等サービス利用期間内の求職活動実施日及び保育等サービス利用期間内の

求職活動実施日数については、保育等サービス利用日及び保育等サービス利用日数に記載した利用日及び

利用日数のうち、支給対象期間中に求職活動を実施した日及び日数を記載すること。

(3) I保育等サービス」欄の保育等サービス名については、以下の区分に該当する番号を記載すること。

01 認可保育所で行う保育 07 事業所内保育 11 延長保育事業

02 認可幼稚園で行う保育 08 一時預かり事業 12 病児保育事業

03 認定こども園で行う保育 09 子育て短期事業 13 放課後児童クラブ

04 小規模保育 10 子育て援助活動支援事業 14 その他の保育等サービス

05 家庭的保育 (ファミリー・サポート・ (認可外保育施設が行う保育等)

06 居宅訪問型保育 センタ一事業)

(4) 費用(自己負担分)の額は、保育等サービス事業者の発行する保育等サービス費用に係る 「領収書 (又

はクレジット契約証明書)Jの額と同一額となっていることを確認すること。

(5) ※印欄には、記載しないこと。

蓋 E
，.-; )J8~民~:t主'併世 1 1 +~砂 I m::: l m.-R心土建!といの。

N 部同~~8 ト尽ミQ!!lE醤E凪 8~当醤Hト矧 L!.mE~l{ð~長~8~要{回以醐やニ νと世_).f2E!f'嘉士主'将兵ヨmくR8~' f包囲~8羅緋会J_)
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20 平成 28年 12月初日(月曜日) 石川県 公報 号 外

I ~長醤 Q醤n~ G' ~中L!. mlß-rl{ðボ~G'~雲!と眼E、G' I 話会l福岡かの寝E、今~リリL!. <~ ~号かの。

併怪11十〈母十11m::1 1十1(m

ト尽 ミ ~ -< 1節料相晒~~

旧三~-<冊醐日眠4同盟置撚十回目『

1 :起醤 e醤E凪e 程よゆL!. mlß-rl{ð吋~~G'~要!と事~~G' 1 .話会]話回 4眠時事~~

( 1 ~長醤 Q醤E凪G'~中L!.mls -r l{d ~* ~ G' ~雲 !と蝦~G' 1 .信部同)

総 1~* 1 ~長型車 Q響E眠Q程」小L!.亜かの時~~G'*要!と事空軍(皆長川十 1 1 社同三I!If-<働側~n眠4同型空軍総川 口Jt>) G' 1 話会)女~G'-4 

，C'¥ L!.話回がの。

組R-tJ十 Il然思 |口和モト「回<RG'回1(十J;{<J I回<RG'回〈十JL!.' I回くRG'11回J;{<J I回くRG'1 1回II+JL!.括返'[ig:

味線11ロヤモト「回くRG'-tJ十同」会J I同くRG'く十同」以， I 回くR G'~十同」会J I回く}¥G'回同JL!.部去の。

訓練ー告 | ロ | ロ I ~ I ~ I ~I~I~I~I~I~I~I~I~I$|ω1~I~I~I~I~I

21 ~ 1 ~ 1 ~ 1 詔 | 詔 卜 I ~ I ~ 1 ， L!.~~l{ð 

初任給調整手当額表

ιt竺 1 項 耳哉 員

種 種 種 種 種
2項職員 3項職員

1 2 3 4 5 

円 円 円 円 円 円 円

1 年 未 満 413，800 368，000 308，000 250， 600 184， 300 50，600 30，300 

1年以上 2年未満 413，800 368，000 308，000 250， 600 184， 300 50，600 30，300 

2年以上 3年未満 413，800 368，000 308，000 250， 600 184， 300 50，600 30，300 

3年以上4年未満 413，800 368，000 308，000 250， 600 184， 300 50，600 30，300 

4年以上 5年未満 413，800 368，000 308，000 250， 600 184， 300 50，600 30，300 

5年以上 6年未満 413，800 368，000 308，000 250， 600 184， 300 50，600 28，300 

6年以上 7年未満 413，800 368，000 308，000 250， 600 184， 300 48，800 26，300 

7年以上 8年未満 413，800 368，000 308，000 250， 600 184， 300 47，000 24，200 

8年以上 9年未満 413，800 368，000 308，000 250， 600 184， 300 45，200 22，200 

9年以上10年未満 413，800 368，000 308，000 250， 600 184， 300 43，400 20，200 

10年以上11年未満 413，800 368，000 308，000 250， 600 184， 300 41，600 17，200 

11年以上12年未満 413，800 368，000 308，000 250， 600 184， 300 39，800 14，100 

12年以上13年未満 413，800 368，000 308，000 250， 600 184， 300 38，000 11，100 

13年以上14年未満 413，800 368，000 308，000 250， 600 184， 300 36，200 8，100 

14年以上15年未満 413，800 368，000 308，000 250， 600 184， 300 34，800 5，100 

15年以上16年未満 413，800 368，000 308，000 250， 600 184， 300 33，400 

16年以上17年未満 409，400 364，000 304， 700 248， 000 182， 700 32，000 

17年以上18年未満 405，000 360，000 301，400 245，400 181， 100 30，600 

18年以上19年未満 400，600 356，000 298， 100 242，800 179，500 29，200 

19年以上20年未満 396，200 352，000 294，800 240， 200 177，900 27，800 

20年以上21年未満 391，800 348，000 291， 500 237， 600 176，300 26，400 

21年以上22年未満 372，400 331， 100 277， 700 225， 600 167， 100 25，800 

22年以上23年未満 352，600 313，900 263， 700 213， 700 157， 300 25，200 

23年以上24年未満 333，300 297，200 250，200 201，700 148， 200 24，200 

24年以上25年未満 313，900 280， 300 236， 300 189， 900 138， 500 23，600 
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第 二 条 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 十 四 条 の 前 の 見 出 し を 削 り 、 第 五 十 三 条 の 九 の 次 に 次 の 見 出 し 及 、 び 一 条 を 加 え る 。

( 扶 養 手 当 )

第 五 十 三 条 の 十 条 例 第 九 条 第 一 項 た だ し 書 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 医 療 職 給 料 表 付 の 適 用 を 受 け る 職

員 で そ の 職 務 の 級 が 四 級 で あ る も の と す る 。

第 五 十 四 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

第 五 十 四 条 の 二 条 例 第 九 条 第 三 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。

一 公 安 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 九 級 で あ る も の

二 研 究 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 玉 級 で あ る も の

第 七 十 一 条 第 一 号 中 「 百 分 の 百 八 十 」 を 「 百 分 の 百 七 十 」 に 、 「 百 分 の 二 百 二 十 」 を 「 百 分 の 二 百 十 」 に 改 め 、

同 条 第 二 号 中 「 百 分 の 八 十 五 」 を 「 百 分 の 八 十 」 に 、 「 百 分 の 百 五 」 を 「 百 分 の 百 」 に 改 め る 。

附 則 中 第 十 六 項 を 第 二 十 項 と し 、 第 十 五 項 の 次 に 次 の 見 出 し 及 び 四 項 を 加 え る 。

( 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 附 則 第 六 項 か ら 第 八 項 ま で の 規 定 が 適 用 さ れ る 聞 の 読

替 え )

日 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 問 は 、 第 五 十 五 条 及 び 第 五 十 七 条 の 四 第 二 号 中 「 条

例 第 十 条 第 一 項 」 と あ る の は 、 「一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ( 平 成 二 十 八 年 石 川

県 条 例 第 三 十 七 号 ) 附 則 第 六 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 条 例 第 十 条 第 一 項 」 と す る 。

打 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 平 成 三 十 一 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 聞 は 、 第 五 十 五 条 及 び 第 五 十 七 条 の 四 第 二 号 中 「 条

例 第 十 条 第 一 項 」 と あ る の は 、 「一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ( 平 成 二 十 八 年 石 川

県 条 例 第 三 十 七 号 ) 附 則 第 七 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 条 例 第 十 条 第 一 項 」 と す る 。

日 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 平 成 三 十 二 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 聞 は 、 第 五 十 五 条 及 び 第 五 十 七 条 の 四 第 二 号 中

「 条 例 第 十 条 第 一 項 」 と あ る の は 、 「一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ( 平 成 二 十 八 年

石 川 県 条 例 第 三 十 七 号 ) 附 則 第 八 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 条 例 第 十 条 第 一 項 」 と す る 。

( 行 政 職 給 料 表 の 八 級 以 上 の 職 員 に 相 当 す る 職 員 )

日 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ( 平 成 二 十 八 年 石 川 県 条 例 第 三 十 七 号 ) 附 則 第 八 項

の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 条 例 第 九 条 第 三 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。

一 公 安 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 九 級 で あ る も の

二 研 究 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 玉 級 で あ る も の

三 医 療 職 給 料 表 付 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 四 級 で あ る も の

附 則

( 施 行 期 日 等 )

1 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

2 第 一 条 の 規 定 ( 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 ( 以 下 「 給 与 規 則 」 と い う 。 ) 第 七 十 一 条 の 改 正 規

定 を 除 く 。 ) に よ る 改 正 後 の 給 与 規 則 の 規 定 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

3 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 給 与 規 則 ( 以 下 「 改 正 後 の 給 与 規 則 」 と い う 。 ) 第 七 十 一 条 の 規 定 は 、 平 成 二 十 八

年 十 二 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

( 経 過 措 置 )
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平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら こ の 規 則 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で の 聞 に お い て 、 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ

た 職 員 及 び 昇 給 又 は 復 職 時 等 に お け る 号 給 の 調 整 以 外 の 事 由 に よ り そ の 受 け る 号 給 に 異 動 の あ っ た 職 員 の う ち 、 改

正 後 の 給 与 規 則 の 規 定 に よ る 号 給 が 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 給 与 規 則 ( 以 下 「 改 正 前 の 給 与 規 則 」 と い う 。 )

の 規 定 に よ る 号 給 に 達 し な い 職 員 の 、 当 該 適 用 又 は 異 動 の 日 に お け る 号 給 に つ い て は 、 改 正 後 の 給 与 規 則 の 規 定 に

か か わ ら ず 、 改 正 前 の 給 与 規 則 の 規 定 に よ る 号 給 と す る も の と す る 。

こ の 規 則 の 施 行 の 日 か ら 平 成 二 十 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 聞 に お い て 、 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ

た 職 員 及 び 降 格 、 昇 給 又 は 復 職 時 等 に お け る 号 給 の 調 整 以 外 の 事 由 に よ り そ の 受 け る 号 給 に 異 動 の あ っ た 職 員 ( 個

別 に 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 号 給 を 決 定 す る こ と と さ れ て い る 職 員 を 除 く 。 ) の う ち 、 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る

職 員 と の 均 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 職 員 の 、 当 該 適 用 又 は 異 動 の 日 に お け る 号 給 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に

よ る こ と が で き る 。

5
 

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 及 び 石 川 県 職 員 及 び 石 川 県 学 校 職 員 の 勤 務 時 問 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関

す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日

事石 県 人 委 員 ム - A)
 1
1

 

石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 五 号

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 及 び 石 川 県 職 員 及 び 石 川 県 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び

休 暇 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

( 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 改 正 )

第 一 条 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 ( 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

第 七 十 条 第 二 項 第 九 号 を 同 項 第 十 号 と し 、 同 項 第 八 号 中 ご 日 の 勤 務 時 間 の 一 部 に つ い て 」 を 削 り 、 「 日 が 九 十

日 」 を 「 期 聞 が 三 十 日 」 に 、 「 期 間 」 を 「 全 期 間 」 に 改 め 、 同 項 中 同 号 を 第 九 号 と し 、 第 七 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加

え る 。
八 勤 務 時 間 条 例 第 十 条 の 三 第 一 項 又 は 学 校 職 員 勤 務 時 間 条 例 第 十 一 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 介 護 時 間 を 与 え

ら れ て 勤 務 し な か っ た 期 間 が 三 十 日 を 超 え る 場 合 に は 、 そ の 勤 務 し な か っ た 全 期 間

別 表 第 十 三 中
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に 改 め る 。

( 石 川 県 職 員 及 び 石 川 県 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 )

第 二 条 石 川 県 職 員 及 び 石 川 県 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 人 事 委 員 会



同 相 同 問 N ∞ 栴 明 日 N 」 4 8 E ( 辺 爾 司 ) 剖 期 p
。 w
 

緬 bラ 加々 ミ主

規 則 第 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 の 二 第 二 項 中 「 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 」 の 下 に 「 。 第 十 一 条 第 四 号 及 び 第 十 三 条 の 四 第 三 項 に お い て 「 育

児 休 業 法 」 と い う 。 」 を 加 え る 。

第 十 一 条 第 四 号 中 「 子 」 の 下 に 「 ( 育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 に お い て 子 に 含 ま れ る も の と さ れ る 者 ( 別 表 第 二 備

考 2 に お い て 「 特 別 養 子 縁 組 の 成 立 前 の 監 護 対 象 者 等 」 と い う 。 ) を 含 む 。 第 十 号 、 第 十 三 条 第 一 一項 第 一 号 、 第 十

五 条 第 一 項 第 二 号 及 び 第 五 項 、 第 十 六 条 第 七 項 及 び 第 八 項 第 二 号 並 び に 別 表 第 二 第 十 号 及 び 備 考 3 を 除 き 、 以 下 同

じ 。 ) 」 を 加 え 、 同 条 第 九 号 中 「 条 例 第 十 条 第 一 項 」 を 「 要 介 護 者 ( 条 例 第 十 条 第 一 項 」 に 、 「 日 常 生 活 を 営 む の に

支 障 が あ る 者 ( 以 下 「 要 介 護 者 」 と い う 」 を 「 要 介 護 者 を い う 。 以 下 同 じ 」 に 改 め る 。

第 十 三 条 第 一 項 第 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

二 二 親 等 の 親 族 ( 祖 父 母 、 孫 及 び 兄 弟 姉 妹 以 外 の 者 に あ っ て は 、 職 員 と 同 居 し て い る 者 に 限 る 。 )

第 十 三 条 第 三 項 中 「 は 、 」 の 下 に 「 要 介 護 者 の 各 々 が 」 を 加 え 、 「 連 続 す る 六 月 の 期 間 」 を 「 一 一 一 回 を 超 え ず 、 か っ 、

通 算 し て 六 月 を 超 え な い 範 囲 内 で 任 命 権 者 等 が 指 定 す る 期 間 ( 以 下 「 指 定 期 間 」 と い う 。 ご に 改 め 、 同 条 第 五 項 中

「 の 範 囲 内 」 を 「 ( 当 該 介 護 休 暇 と 要 介 護 者 を 異 に す る 介 護 時 間 を 与 え ら れ て 勤 務 し な い 時 聞 が あ る 日 に つ い て は 、

当 該 四 時 聞 か ら 当 該 介 護 時 間 を 与 え ら れ て 勤 務 し な い 時 聞 を 減 じ た 時 間 ) を 超 え な い 範 囲 内 の 時 間 」 に 改 め 、 同 条

中 間 項 を 第 十 一 項 と し 、 第 四 項 を 第 十 項 と し 、 第 三 項 の 次 に 次 の 六 項 を 加 え る 。

4 条 例 第 十 条 第 一 項 及 び 学 校 職 員 条 例 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 請 求 は 、 指 定 期 間 の 指 定 を 希 望 す る 期 間 の 初 日

及 び 末 日 を 明 ら か に し て 、 任 命 権 者 等 に 対 し 行 わ な け れ ば な ら な い 。

5 任 命 権 者 等 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 期 間 の 指 定 の 請 求 が あ っ た 場 合 に は 、 当 該 請 求 に よ る 期 間 の 初 日 か ら 末

日 ま で の 期 間 ( 第 八 項 に お い て 「 請 求 の 期 間 」 と い う 。 ) の 指 定 期 間 を 指 定 す る も の と す る 。

6 職 員 は 、 第 四 項 の 請 求 に 基 づ き 前 項 若 し く は 第 八 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 指 定 期 間 を 延 長 し て 指 定 す る こ と

又 は 当 該 指 定 期 間 若 し く は こ の 項 の 請 求 ( 短 縮 の 指 定 の 請 求 に 限 る 。 ) に 基 づ き 次 項 若 し く は 第 八 項 の 規 定 に よ

り 指 定 さ れ た 指 定 期 間 を 短 縮 し て 指 定 す る こ と を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 改 め て 指 定 期 間

と し て 指 定 す る こ と を 希 望 す る 期 間 の 末 日 を 明 ら か に し て 、 任 命 権 者 等 に 対 し 請 求 し な け れ ば な ら な い 。

7 任 命 権 者 等 は 、 職 員 か ら 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 期 間 の 延 長 又 は 短 縮 の 指 定 の 請 求 が あ っ た 場 合 に は 、 第 五 項 、

こ の 項 又 は 次 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 指 定 期 間 の 初 日 か ら 当 該 請 求 に 係 る 末 日 ま で の 期 間 の 指 定 期 間 を 指 定 す

る も の と す る 。

8 第 五 項 又 は 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 命 権 者 等 は 、 請 求 の 期 間 又 は 第 四 項 の 請 求 に 基 づ き 第 五 項 若 し く は こ

の 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 指 定 期 間 の 末 日 の 翌 日 か ら 第 六 項 の 規 定 に よ る 指 定 期 間 の 延 長 の 指 定 の 請 求 が あ っ

た 場 合 の 当 該 請 求 に 係 る 末 日 ま で の 期 間 ( 以 下 こ の 項 に お い て 「 延 長 請 求 の 期 間 」 と い う 。 ) の 全 期 間 に わ た り

介 護 休 暇 を 与 え る こ と が で き な い こ と が 明 ら か で あ る 場 合 は 、 当 該 期 間 を 指 定 期 間 と し て 指 定 し な い も の と し 、

請 求 の 期 間 又 は 延 長 請 求 の 期 間 中 の 一 部 の 日 が 介 護 休 暇 を 与 え る こ と が で き な い こ と が 明 ら か な 日 で あ る 場 合 は 、

こ れ ら の 期 聞 か ら 当 該 日 を 除 い た 期 間 に つ い て 指 定 期 間 を 指 定 す る も の と す る 。

9 指 定 期 間 の 通 算 は 、 暦 に 従 っ て 計 算 し 、 一 月 に 満 た な い 期 間 は 、 三 十 日 を も っ て 一 月 と す る 。

第 十 三 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

ロ 介 護 休 暇 を 請 求 し よ う と す る 場 合 に お い て 、 一 回 の 指 定 期 間 に つ い て 初 め て 介 護 休 暇 を 請 求 し よ う と す る と き

は 、 二 週 間 以 上 の 期 間 ( 当 該 指 定 期 聞 が 二 週 間 未 満 で あ る 場 合 そ の 他 の 人 事 委 員 会 が 定 め る 場 合 に は 、 人 事 委 員

会 が 定 め る 期 間 ) に つ い て 一 括 し て 請 求 し な け れ ば な ら な い 。

第 十 三 条 の 三 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 介 護 時 間 )

第 十 三 条 の 四 介 護 時 間 の 時 間 は 、 要 介 護 者 の 各 々 が 介 護 を 必 要 と す る 一 の 継 続 す る 状 態 ご と に 、 連 続 す る 三 年 の

期 間 ( 当 該 要 介 護 者 に 係 る 指 定 期 間 と 重 複 す る 期 間 を 除 く 。 ) 内 に お い て 、 一 日 に つ き 二 時 間 の 範 囲 内 で 必 要 と

認 め ら れ る 時 間 と す る 。

2 介 護 時 間 の 単 位 は 、 三 十 分 と す る 。

3 介 護 時 間 は 、 一 日 を 通 じ 、 勤 務 時 間 の 始 ま る 時 刻 か ら 連 続 し 、 又 は 勤 務 時 間 の 終 わ る 時 刻 ま で 連 続 し た 二 時 間

( 育 児 休 業 法 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 部 分 休 業 並 び に 条 例 第 十 条 の 二 第 二 項 第 三 号 及 び 学 校 職 員 条 例 第 十 一

条 の 二 第 二 項 第 三 号 の 規 定 に よ る 特 別 養 子 縁 組 休 暇 ( 以 下 こ の 項 に お い て 「 部 分 休 業 等 」 と い う 。 ) の 承 認 を 受

け て 勤 務 し な い 時 聞 が あ る 日 に つ い て は 、 当 該 二 時 聞 か ら 当 該 部 分 休 業 等 の 承 認 を 受 け て 勤 務 し な い 時 間 を 減 じ

た 時 間 ) を 超 え な い 範 囲 内 の 時 間 と す る 。
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別 表 第 二 備 考 4 中 「 親 」 の 下 に 「 ( 当 該 子 に つ い て 民 法 ( 明 治 二 十 九 年 法 律 第 八 十 九 号 ) 第 八 百 十 七 条 の 二 第 一

項 の 規 定 に よ り 特 別 養 子 縁 組 の 成 立 に つ い て 家 庭 裁 判 所 に 請 求 し た 者 ( 当 該 請 求 に 係 る 家 事 審 判 事 件 が 裁 判 所 に 係

属 し て い る 場 合 に 限 る 。 ) で あ っ て 当 該 子 を 現 に 監 護 す る も の 又 は 児 童 福 祉 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 に よ

り 当 該 子 を 委 託 さ れ て い る 同 法 第 六 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 里 親 で あ っ て 、 養 子 縁 組 に よ っ て 養 親 と な る こ と を 希

望 し て い る 者 若 し く は 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 養 育 里 親 で あ る 者 ( 同 法 第 二 十 七 条 第 四 項 に 規 定 す る 者 の 意 に 反 す る

た め 、 同 項 の 規 定 に よ り 、 養 子 縁 組 に よ っ て 養 親 と な る こ と を 希 望 し て い る 者 と し て 委 託 す る こ と が で き な い 者 に

限 る 。 ) を 含 む 。 ) 」 を 加 え 、 同 表 備 考 中 4 を 5 と し 、 3 を 4 と し 、 2 を 3 と し 、 ー の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

2 第 一 号 の 血 族 一 親 等 の 直 系 卑 属 及 び 姻 族 一 親 等 の 直 系 卑 属 に は 、 特 別 養 子 縁 組 の 成 立 前 の 監 護 対 象 者 等 を

含 む も の と す る 。

附 則

( 施 行 期 日 )

1 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則 第 九 項 の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

( 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 )

2 改 正 後 の 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 別 表 第 十 三 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 ( 以 下 「 施 行 日 」

と い う 。 ) 以 後 の 介 護 休 暇 の 期 間 に つ い て 適 用 し 、 施 行 目 前 の 介 護 休 暇 の 期 間 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

( 勤 務 時 間 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 )

3 施 行 目 前 に 石 川 県 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 八 号 。 附 則 第

十 項 に お い て 「 条 例 」 と い う 。 ) 第 十 条 第 一 項 及 び 石 川 県 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 ( 昭

和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 九 号 。 附 則 第 十 一 項 に お い て 「 学 校 職 員 条 例 」 と い う 。 ) 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 介 護 休 暇 を 与 え ら れ た 職 員 で あ っ て 、 施 行 日 に お い て 当 該 介 護 休 暇 の 初 日 ( 以 下 「 初 日 」 と い う 。 ) か ら 起 算 し

て 六 月 を 経 過 し て い な い も の ( 以 下 「 職 員 」 と い う 。 ) の 当 該 介 護 休 暇 に 係 る 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県

職 員 及 び 石 川 県 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 規 則 ( 以 下 こ の 項 に お い て 「 勤 務 時 間 規 則 」 と い う 。 )

第 十 三 条 第 三 項 に 規 定 す る 指 定 期 間 ( 以 下 「 指 定 期 間 」 と い う 。 ) に つ い て は 、 勤 務 時 間 規 則 第 二 条 の 二 第 三 項 に

規 定 す る 任 命 権 者 等 ( 以 下 「 任 命 権 者 等 」 と い う 。 ) は 、 初 日 か ら 当 該 職 員 の 請 求 に 基 づ く 施 行 日 以 後 の 日 ( 初 日

か ら 起 算 し て 六 月 を 経 過 す る 日 ま で の 日 に 限 る 。 ) ま で の 期 間 を 指 定 す る も の と す る 。

4 指 定 期 間 の 指 定 の 請 求 は 、 指 定 期 間 の 末 日 と す る こ と を 希 望 す る 日 を 明 ら か に し て 、 任 命 権 者 等 に 対 し 行 わ な け

れ ば な ら な い 。

5 任 命 権 者 等 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 期 間 の 指 定 の 請 求 が あ っ た 場 合 に は 、 初 日 か ら 当 該 請 求 に よ る 期 間 の 末 日

ま で の 期 間 の 指 定 期 間 を 指 定 す る も の と す る 。

6 職 員 は 、 附 則 第 四 項 の 請 求 に 基 づ き 前 項 若 し く は 附 則 第 八 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 指 定 期 間 を 延 長 し て 指 定 す

る こ と 又 は 当 該 指 定 期 間 若 し く は こ の 項 の 請 求 ( 短 縮 の 指 定 の 請 求 に 限 る 。 ) に 基 づ き 次 項 若 し く は 附 則 第 八 項 の

規 定 に よ り 指 定 さ れ た 指 定 期 間 を 短 縮 し て 指 定 す る こ と を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 改 め て 指

定 期 間 と し て 指 定 す る こ と を 希 望 す る 期 間 の 末 日 を 明 ら か に し て 、 任 命 権 者 等 に 対 し 請 求 し な け れ ば な ら な い 。

7 任 命 権 者 等 は 、 職 員 か ら 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 期 間 の 延 長 又 は 短 縮 の 指 定 の 請 求 が あ っ た 場 合 に は 、 初 日 か ら 当

該 請 求 に 係 る 末 日 ま で の 期 間 の 指 定 期 間 を 指 定 す る も の と す る 。

8 附 則 第 五 項 又 は 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 命 権 者 等 は 、 施 行 日 か ら 附 則 第 四 項 の 規 定 に よ り 請 求 し た 指 定 期 間

の 末 日 と す る こ と を 希 望 す る 日 ま で の 期 間 ( 以 下 こ の 項 に お い て 「 施 行 日 以 後 の 請 求 の 期 間 」 と い う 。 ) 又 は 附 則

第 四 項 の 請 求 に 基 づ き 附 則 第 五 項 若 し く は こ の 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 指 定 期 間 の 末 日 の 翌 日 か ら 附 則 第 六 項 の

規 定 に よ る 指 定 期 間 の 延 長 の 指 定 の 請 求 が あ っ た 場 合 の 当 該 請 求 に 係 る 末 日 ま で の 期 間 ( 以 下 こ の 項 に お い て 「 延

長 請 求 の 期 間 」 と い う 。 ) の 全 期 間 に わ た り 介 護 休 暇 を 与 え る こ と が で き な い こ と が 明 ら か で あ る 場 合 は 、 当 該 期

間 を 指 定 期 間 と し て 指 定 し な い も の と し 、 施 行 日 以 後 の 請 求 の 期 間 又 は 延 長 請 求 の 期 間 中 の 一 部 の 日 が 介 護 休 暇 を

与 え る こ と が で き な い こ と が 明 ら か な 日 で あ る 場 合 は 、 こ れ ら の 期 聞 か ら 当 該 日 を 除 い た 期 間 に つ い て 指 定 期 間 を

指 定 す る も の と す る 。

( 準 備 行 為 )

9 附 則 第 三 項 の 規 定 に よ る 指 定 期 間 の 指 定 の 請 求 は 、 施 行 日 前 に お い て も 行 う こ と が で き る 。

( 給 与 条 例 附 則 第 二 十 五 項 の 規 定 に よ り 給 与 が 減 ぜ ら れ て 支 給 さ れ る 職 員 に 関 す る 条 例 の 読 替 え )

日 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 。 次 項 に お い て 「 給 与 条 例 」 と い う 。 ) 附

則 第 二 十 五 項 の 規 定 に よ り 給 与 が 減 ぜ ら れ て 支 給 さ れ る 職 員 に 対 す る 条 例 第 十 条 の 三 第 二 項 に お い て 準 用 す る 第 十
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条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 十 六 条 」 と あ る の は 、 「 附 則 第 二 十 七 項 」 と す る 。

( 給 与 条 例 附 則 第 二 十 五 項 の 規 定 に よ り 給 与 が 減 ぜ ら れ て 支 給 さ れ る 職 員 に 関 す る 学 校 職 員 条 例 の 読 替 え )

日 給 与 条 例 附 則 第 二 十 五 項 の 規 定 に よ り 給 与 が 減 ぜ ら れ て 支 給 さ れ る 職 員 に 対 す る 学 校 職 員 条 例 第 十 一 条 の 三 第 二

項 に お い て 準 用 す る 第 十 一 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 十 六 条 」 と あ る の は 、 「 附 則 第 二 十 七 項 」

と す る 。

平 成 二 十 八 年 改 正 条 例 の 施 行 に 伴 う 給 与 の 支 給 等 の 特 例 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日

事石 県 人 委 員 ム 一 品)
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石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 六 号

平 成 二 十 八 年 改 正 条 例 の 施 行 に 伴 う 給 与 の 支 給 等 の 特 例 に 関 す る 規 則

( 定 義 )

第 一 条 こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 経 過 措 置 額 支 給 特 定 職 員 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ( 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条

例 第 四 十 四 号 。 以 下 「 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ) 附 則 第 八 項 に 規 定 す る 特 定 職 員 で あ り 、 か っ 、 平 成 二

十 八 年 四 月 一 目 前 に 五 十 五 歳 に 達 し た 者 で あ っ て 、 同 項 か ら 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 十 項 ま で の 規 定 に よ る

給 料 を 支 給 さ れ る も の を い う 。

二 施 行 日 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ( 平 成 二 十 八 年 石 川 県 条 例 第 三 十 七 号 。 以

下 「 平 成 二 十 八 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ) の 施 行 の 日 を い う 。

三 給 与 条 例 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 ) を い う 。

四 改 正 後 の 給 与 条 例 平 成 二 十 八 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 給 与 条 例 を い う 。

五 改 正 前 の 給 与 条 例 平 成 二 十 八 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 給 与 条 例 を い う 。

( 経 過 措 置 額 支 給 特 定 職 員 に 対 す る 給 与 の 支 給 の 特 例 )

第 二 条 経 過 措 置 額 支 給 特 定 職 員 に 対 す る 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 日 の 前 日 の 属 す る 月 の 末 日 ま で の 聞 に 係 る

次 の 各 号 に 掲 げ る 給 与 の 支 給 に 当 た っ て は 、 こ の 規 則 の 規 定 ( 第 四 条 の 規 定 を 除 く 。 ) の 適 用 が な い も の と し た 場

合 に 改 正 後 の 給 与 条 例 の 規 定 ( 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で の 規 定 を 含 む 。 次 条 に お い て 同 じ 。 )

に よ り 支 給 さ れ る べ き 額 が 、 改 正 前 の 給 与 条 例 の 規 定 ( 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で の 規 定 を

含 む 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ) に よ り 支 給 さ れ る べ き 額 に 達 し な い 場 合 は 、 改 正 前 の 給 与 条 例 の 規 定

に よ り 支 給 さ れ る べ き 額 に 相 当 す る 額 を も っ て そ れ ぞ れ 次 の 各 号 に 掲 げ る 給 与 の 額 と す る 。

一 給 料 ( 人 事 委 員 会 の 定 め る 場 合 に お け る も の に 限 る 。 )

二 地 域 手 当

三 給 与 条 例 附 則 第 二 十 五 項 第 三 号 に 掲 げ る 特 殊 勤 務 手 当

四 給 与 条 例 附 則 第 二 十 五 項 第 四 号 に 掲 げ る 特 殊 勤 務 手 当

五 特 地 勤 務 手 当

六 特 地 勤 務 手 当 に 準 ず る 手 当

七 へ き 地 手 当

八 へ き 地 手 当 に 準 ず る 手 当

九 期 末 手 当

十 勤 勉 手 当

十 一 定 時 制 通 信 教 育 手 当

十 二 産 業 教 育 手 当

第 三 条 経 過 措 置 額 支 給 特 定 職 員 に 対 す る 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 日 の 前 日 の 属 す る 月 の 末 日 ま で の 聞 に 係 る

給 与 条 例 第 十 二 条 そ の 他 の 条 例 の 規 定 に よ る 給 与 の 減 額 ( 人 事 委 員 会 の 定 め る も の に 限 る 。 第 五 条 第 二 項 に お い て

「 第 十 二 条 等 減 額 」 と い う 。 ) に 当 た っ て は 、 こ の 規 則 の 規 定 ( 次 条 の 規 定 を 除 く 。 ) の 適 用 が な い も の と し た 場 合

に 改 正 後 の 給 与 条 例 の 規 定 に よ る 給 与 に 係 る 減 額 さ れ る べ き 額 が 、 改 正 前 の 給 与 条 例 の 規 定 に よ る 給 与 に 係 る 減 額

さ れ る べ き 額 を 超 え る 場 合 は 、 改 正 前 の 給 与 条 例 の 規 定 に よ る 給 与 に 係 る 減 額 さ れ る べ き 額 に 相 当 す る 額 を も っ て

減 額 す る 額 と す る 。

( 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 の 特 例 )
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第 四 条 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 日 の 前 日 ま で の 聞 に お い て 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で

の 規 定 に よ る 給 料 に 関 す る 規 則 ( 平 成 二 十 七 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 九 号 ) 第 三 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 場 合 に

該 当 し た 職 員 に 対 す る 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 九 項 又 は 第 十 項 の 規 定 に よ る 給 料 に つ い て は 、 同 規 則 第 三 条 又

は 第 四 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 人 事 委 員 会 の 定 め る と こ ろ に よ る 。

第 五 条 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 日 の 前 日 ま で の 聞 に お い て 、 経 過 措 置 額 支 給 特 定 職 員 に つ い て 、 改 正 後 の 給

与 条 例 の 規 定 に よ る 給 料 月 額 か ら 給 与 条 例 附 則 第 二 十 五 項 第 一 号 に 定 め る 額 に 相 当 す る 額 を 減 じ た 額 と 平 成 二 十 六

年 改 正 条 例 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と の 合 計 額 ( 給 与 条 例 第 十 二 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 を

受 け る 職 員 に あ っ て は 同 項 の 規 定 の 適 用 が な い も の と し た 場 合 の 合 計 額 と し 、 そ れ ら の 合 計 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が

あ る と き は そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ) が 、 改 正 前 の 給 与 条 例 の 規 定 に よ る 給 料 月 額 か ら 給 与 条 例 附 則 第 二

十 五 項 第 一 号 に 定 め る 額 に 相 当 す る 額 を 減 じ た 額 と 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で の 規 定 に よ る

給 料 の 額 と の 合 計 額 ( 給 与 条 例 第 十 二 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に あ っ て は 同 項 の 規 定 の 適 用 が な い も の

と し た 場 合 の 合 計 額 と し 、 そ れ ら の 合 計 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ) に 達

し な い と き に お け る 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 に 関 す る 規 則 第 五 条 の 規 定

の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 切 り 捨 て た 」 と あ る の は 、 「 切 り 上 げ た 」 と す る 。

2 前 項 の 規 定 は 、 経 過 措 置 額 支 給 特 定 職 員 に 対 し て 支 給 さ れ る 第 二 条 各 号 に 掲 げ る 給 与 の 額 及 び 経 過 措 置 額 支 給 特

定 職 員 に 対 す る 第 十 二 条 等 減 額 の 額 の 算 定 の 基 礎 と な る 場 合 に お け る 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項

ま で の 規 定 に よ る 給 料 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

( 雑 則 )

第 六 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 平 成 二 十 八 年 改 正 条 例 の 施 行 に 伴 う 給 与 の 支 給 等 の 特 例 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、

人 事 委 員 会 が 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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